
オウム真理教をめぐる諸問題に関する庁内連絡会議設置要綱 
 
 
 （目的） 
第１ 県内におけるオウム真理教をめぐる諸問題（以下「オウム問題」という。）について、
庁内関係部局等相互の緊密な連携を確保し、対応策を検討するため、オウム真理教をめぐる
諸問題に関する庁内連絡会議（以下「庁内連絡会議」という。）を設置する。 

 
 （所掌事項） 
第２ 庁内連絡会議の所掌事項については、次のとおりとする。 
（１）オウム問題に関する情報の収集 
（２）オウム問題に関する対応策の検討 
（３）その他必要と認めること 
 
 （構成） 
第３ 庁内連絡会議は、座長及び委員をもって構成する。 
２ 座長は、地域経営局長をもって充てる。 
３ 委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。 
４ 座長は、必要に応じ委員以外の者を会議に出席させ、意見を求めることができる。 
 
 （会議） 
第４ 庁内連絡会議は、座長が招集し主宰する。 
 
 （庶務） 
第５ 庁内連絡会議の庶務は、企画財政部地域政策課において処理する。 
 
 （補則） 
第６ この要綱に定めるもののほか、庁内連絡会議の運営に関し必要な事項は、座長が定める。 
 
   附 則 
 この要綱は、平成１１年６月１４日から施行する。 
   附 則 
 この要綱は、平成１２年４月１日から施行する。 
   附 則 
 この要綱は、平成１３年４月１日から施行する。 
   附 則 
 この要綱は、平成１４年４月１日から施行する。 
   附 則 
 この要綱は、平成１５年４月１日から施行する。 
   附 則 
 この要綱は、平成１７年４月１日から施行する。 
   附 則 
 この要綱は、平成１７年９月２０日から施行する。 
   附 則 
 この要綱は、平成１７年９月２０日から施行する。 
   附 則 
 この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。 
   附 則 
 この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 
   附 則 
 この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 
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